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■
お
問
い
合
わ
せ

　
　
福
祉
課
社
会
福
祉
担
当

　
　（
内
線
１
８
０
・
１
８
１
）

山
梨
県
労
働
局
よ
り

最
低
工
賃
が
改
正

　「
県
貴
金
属
製
品
業
最
低
工
賃
」

が
４
月
17
日
か
ら
改
正
さ
れ
ま
し

た
。
貴
金
属
製
品
の
製
造
に
関
し

て
、
作
業
工
程
が
変
わ
り
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

　
甲
府
労
働
基
準
監
督
署

☎
０
５
５
ー
２
２
４
ー
５
６
１
１

　
山
梨
県
労
働
局
賃
金
室

☎
０
５
５
ー
２
２
５
ー
２
８
５
４

基
礎
か
ら
学
ぼ
う
！

手
話
講
習
会

　
　
市
内
に
在
住
・
勤
務
す
る
方
を

対
象
に
、
韮
崎
市
聴
覚
障
害
者
協

会
の
方
々
が
講
師
と
な
り
、
手
話

講
習
会
を
開
催
し
ま
す
。

■
日
時
　
６
月
６
日
（
木
）

　
　
　
　
〜
11
月
７
日
（
木
）

　
　
　
毎
週
木
曜
日
（
全
22
回
）

　
　
　
19
時
20
分
〜
21
時

韮
崎
市
心
身
障
害
児
〈
者
〉

父
母
の
会
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス

　
４
月
よ

り
、
障
が

い
の
あ
る

お
子
さ
ま

の
こ
と
に

つ
い
て
無

料
で
相
談
で
き
る
ス
ペ
ー
ス
を
設

け
ま
し
た
。

　
同
様
の
問
題
を
経
験
し
た
お
母

さ
ん
方
と
語
り
合
う
こ
と
の
で
き

る
場
と
な
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お

気
軽
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

■
日
時
　
毎
月
第
２
水
曜
日
　
　

　
　
　
　
10
時
〜
13
時

■
場
所

　
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー「
ニ
コ
リ
」 

２
階
図
書
館
グ
ル
ー
プ
研
修
室
２

■
お
問
い
合
わ
せ

　
　
福
祉
課
障
が
い
福
祉
担
当

　
　（
内
線
１
８
２
・
１
８
３
）

手
数
料
等
の
徴
収
・
収
納

業
務
の
委
託
先
の
公
表

　
市
で
は
、
平
成
25
年
４
月
１
日

よ
り
、
市
税
等
の
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン

ス
ス
ト
ア
の
手
数
料
等
の
徴
収
・

収
納
業
務
を
つ
ぎ
の
と
お
り
委
託

し
ま
し
た
。

　
地
方
自
治
法
施
行
令
第
１
５
８

条
第
２
項
お
よ
び
第
１
５
８
条
の

２
第
６
項
な
ら
び
に
国
民
健
康
保

険
法
施
行
令
第
２
９
条
の
２
３
第

１
項
、
高
齢
者
の
医
療
の
確
保
に

関
す
る
法
律
施
行
令
第
３
３
条
第

１
項
、
介
護
保
険
法
施
行
令
第

４
５
条
の
７
第
１
項
、
地
方
公
営

企
業
法
施
行
令
第
２
６
条
の
４
第

１
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
し
ま

す
。

■
委
託
期
間
　

　
平
成
25
年
４
月
１
日

　
〜
平
成
26
年
３
月
31
日

■
委
託
先
　

　
地
銀
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
サ
ー
ビ
ス

　
株
式
会
社

■
お
問
い
合
わ
せ

　
　
収
納
課
管
理
担
当

　
　（
内
線
１
６
３
・
１
６
６
）

ス
ポ
ー
ツ
講
演
会

「
野
球
を
通
し
て
の
教
育
論
」

　
　
い
じ
め
、
体
罰
な
ど
が
大
き
な

問
題
と
な
り
、
学
校
教
育
に
つ
い

て
見
直
さ
れ
て
い
る
昨
今
、
各
分

野
の
指
導
者
の
あ
り
方
が
問
わ
れ

て
い
ま
す
。
教
育
や
指
導
な
ど
に

不
安
や
迷
い
を
感
じ
て
い
る
保
護

者
や
指
導
者
、
教
育
者
の
方
、
な

ど
ぜ
ひ
ご
参
加
く
だ
さ
い
。

■
日
時
　
６
月
９
日
（
日
）

　
　
　
　
13
時
開
場
　
14
時
開
演

■
場
所
　
東
京
エ
レ
ク
ト
ロ
ン
韮

　
崎
文
化
ホ
ー
ル
・
大
ホ
ー
ル

■
参
加
費

　
前
売
り
　
２
、０
０
０
円

　（
当
日
　
２
、５
０
０
円
）

■
後
援
　
Ｕ
Ｔ
Ｙ
テ
レ
ビ
山
梨

■
講
師
　
星
稜
高
校
名
誉
監
督

　
　
　
　
山
下
　
智
茂
　
氏

■
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

　
山
梨
ス
ポ
ー
ツ
企
画

☎
０
５
５
ー
２
９
８
ー
６
０
８
９

東
日
本
大
震
災
義
援
金

受
付
期
間
を
延
長

■
受
付
期
限

　
平
成
26
年
３
月
31
日（
月
）

■
受
付
場
所

　
市
役
所
１
階
福
祉
課
窓
口

　
平
日
８
時
30
分
〜
17
時
15
分

■
義
援
金
は
、
確
定
申
告
の
際
の

　
寄
付
金
控
除
の
対
象
と
な
り
ま

　
す
。
希
望
者
に
は
義
援
金
採
納

　
証
明
書
を
発
行
い
た
し
ま
す
。

■
平
成
23
年
３
月
14
日
か
ら
の

　
義
援
金
総
額（
４
月
11
日
現
在
）

　
１
２
、９
６
０
、２
６
３
円

福
祉
課
よ
り
お
知
ら
せ

障
害
福
祉
サ
ー
ビ
ス
の
ご

利
用
に
つ
い
て
（
ご
案
内
）

　
身
体
障
害
者
・
療
育
・
精
神
障

害
者
保
健
福
祉
手
帳
を
取
得
さ
れ

た
際
な
ど
に
「
障
害
者
福
祉
サ
ー

ビ
ス
の
ご
案
内
（
し
お
り
）」
を

お
渡
し
す
る
な
ど
し
て
、
手
帳
の

所
持
を
前
提
に
ご
利
用
い
た
だ
け

る
サ
ー
ビ
ス
の
概
要
を
ご
説
明
さ

せ
て
い
た
だ
い
て
お
り
ま
す
。

　
い
ず
れ
の
サ
ー
ビ
ス
を
ご
利
用

い
た
だ
く
場
合
に
も
、
申
請
が
必

要
に
な
り
ま
す
の
で
、
予
め
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

　
サ
ー
ビ
ス
の
ご
利
用
に
関
す
る

質
問
等
が
あ
り
ま
し
た
ら
、
お
気

軽
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

お
知
ら
せ

募  

集
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■
場
所
　
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー

　
　
　
　「
ニ
コ
リ
」
会
議
室

■
参
加
費
　
無
料

■
定
員

　
　
初
級
ク
ラ
ス
　
20
名

　
　
中
級
ク
ラ
ス
　
20
名

■
申
込
期
限
　
５
月
27
日
（
月
）

■
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

　
　
福
祉
課
障
が
い
福
祉
担
当

　
　（
内
線
１
８
２
・
１
８
３
）

ダ
ン
ス 

ウ
ィ
ズ 

ミ
ー

レ
ッ
ス
ン 

in 

韮
崎

　H
IP
 H
O
P

、JA
Z
Z
 

、H
O
U
S
E

、

ワ
ー
ル
ド
ダ
ン
ス
な
ど
さ
ま
ざ
ま

な
ダ
ン
ス
を
取
り
入
れ
た
エ
ン
タ

ー
テ
イ
メ
ン
ト
エ
ク
サ
サ
イ
ズ
で

す
。
初
心
者
の
方
、
シ
ェ
イ
プ
ア

ッ
プ
し
た
い
方
な
ど
、
ど
な
た
で

も
楽
し
く
レ
ッ
ス
ン
で
き
ま
す
♪

■
５
月
の
日
程
　（
毎
回
60
分
）

　
毎
週
水
曜
　
17
時
45
分
〜

　
毎
週
日
曜
　
18
時
15
分
〜

　
※
５
日
（
日
）
は
休
講

■
場
所
　
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー
　

　
　「
ニ
コ
リ
」
１
階
音
楽
室

■
受
講
料

　
　
１
、０
０
０
円
／
１
回

■
講
師
　
Ａ
Ｆ
Ａ
Ａ
認
定

　
Ｄ
Ｗ
Ｍ
イ
ン
ス
ト
ラ
ク
タ
ー
　

　
Ｓ
Ｈ
Ｉ
Ｏ
Ｒ
Ｉ

■
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

　（
電
話
受
付

　
15
〜
21
時
）

☎
０
８
０
ー
８
１
１
８
ー
８
８
７
１

刑
事
裁
判
を

傍
聴
し
て
み
ま
せ
ん
か
？

■
日
時
　
５
月
20
日
（
月
）

　
14
時
〜
16
時（
受
付
13
時
30
分
）

■
場
所

　
甲
府
地
方
・
家
庭
裁
判
所

■
募
集
人
員
　
50
名
程
度

　
先
着
順
・
参
加
費
無
料

■
内
容
　
裁
判
傍
聴
・
裁
判
官
、

　
検
察
官
弁
護
士
か
ら
の
説
明
、

　
質
疑
応
答
等
・
法
廷
見
学

■
申
込
期
限
　
５
月
10
日
（
金
）

　
平
日
　
８
時
30
分
〜
17
時

■
共
催　

　
裁
判
所
・
検
察
庁
・
弁
護
士
会

■
お
問
い
合
わ
せ

　

甲
府
地
方
・
家
庭
裁
判
所

　
総
務
課
庶
務
係

☎
０
５
５
ー
２
３
５
ー
１
１
３
３

能
力
開
発
セ
ミ
ナ
ー

受
講
者
を
募
集

＊
宅
地
建
物
取
引
主
任
者
試
験

　
対
策
講
座
Ⅰ
・
Ⅱ
（
７
月
開
講
）

＊
初
心
者
の
た
め
の
パ
ソ
コ
ン
講

　
座
（
エ
ク
セ
ル
）（
７
月
開
講
）

　
そ
の
他
仕
事
に
役
立
つ
講
座
を

通
年
で
行
っ
て
い
ま
す
。

■
お
問
い
合
わ
せ
・
お
申
し
込
み

　

甲
府
市
塩
部
４
ー
５
ー
25

　
山
梨
県
立
就
業
支
援
セ
ン
タ
ー

☎
０
５
５
ー
２
５
１
ー
３
２
１
０

　
委
嘱
を
受
け
た
行
政
相
談
委
員

は
、
行
政
相
談
委
員
法
に
基
づ
い

て
地
域
住
民
の
身
近
な
と
こ
ろ
で

行
政
相
談
窓
口
を
開
設
し
て
い
ま

す
。

　
国
や
県
、
市
の
行
政
に
対
す
る

地
域
住
民
の
相
談
を
受
け
、公
正
・

中
立
の
立
場
か
ら
関
係
行
政
機
関

に
必
要
な
あ
っ
せ
ん
を
行
い
、
行

政
の
制
度
や
運
営
の
改
善
を
図
る

制
度
で
す
。

■
行
政
相
談
日
時
・
場
所

　
毎
月
第
１
・
第
２
月
曜
日

　（
祝
日
の
場
合
は
翌
週
に
実
施
）

　
13
時
〜
15
時

　
市
役
所
内
会
議
室

■
申
込
　
事
前
予
約
不
要

■
お
問
い
合
わ
せ

　
企
画
財
政
課
企
画
推
進
担
当

　（
内
線
３
５
６
）

特
設
人
権
相
談

　
い
じ
め
や
虐
待
、
家
庭
内
や
近

隣
と
の
も
め
ご
と
な
ど
、
人
権
侵

害
に
関
す
る
相
談
に
応
じ
ま
す
。

■
日
時

　
６
月
３
日
（
月
）
10
時
〜
15
時

■
場
所

　
市
民
交
流
セ
ン
タ
ー「
ニ
コ
リ
」

　
１
階
会
議
室
１

■
担
当
　
人
権
擁
護
委
員

■
お
問
い
合
わ
せ

　
企
画
財
政
課
企
画
推
進
担
当

　（
内
線
３
５
６
）

県
弁
護
士
会
に
よ
る
市
民

法
律
講
座
・
無
料
法
律
相
談

■
日
時
・
内
容

　
５
月
18
日
（
土
）

＊
市
民
法
律
講
座
（
講
演
・
無
料
）

　「
離
婚
と
子
ど
も
の
諸
問
題
」

　
13
時
30
分
〜
14
時
45
分

　
講
師
　
大
島
わ
か
な

　（
子
ど
も
の
権
利
委
員
会
委
員
）

＊
無
料
法
律
相
談

　
受
付
15
時
〜
16
時（
30
分
単
位
）

　
子
ど
も
の
権
利
、
い
じ
め
、
虐

　
待
、
離
婚
、
親
権
、
養
育
費
他

■
場
所
　
山
梨
県
弁
護
士
会
館

■
お
問
い
合
わ
せ

　
山
梨
県
弁
護
士
会

☎
０
５
５
ー
２
３
５
ー
７
２
０
２

行
政
相
談
委
員
及
び

　
　
　

相
談
日
を
ご
紹
介

　
平
成
25
年
４
月
１
日
付
け
で
、

総
務
大
臣
よ
り
韮
崎
市
担
当
の
行

政
相
談
委
員
２
名
が
委
嘱
さ
れ
ま

し
た
。

　
・
中
島

　
祥
郎

　
氏

　
・
長
坂

　
一
能

　
氏

市の人口（４月１日現在）
男 １５，５７３人 世帯数 １２，３８３世帯
女 １５，７６９人 前月比 △６１人　
計 ３１，３４２人 前月比 ４１世帯

韮崎市国民健康保険より
4 月に韮崎市国民健康保険で支払った額（保険者負担
額）は、163,361,327 円で、一人あたりの保険者負担
額は、19,590 円 (前年同月比 8.74％増）でした。
引き続き健康に気をつけ、医療費の節約にご協力くだ
さい。

相  

談

■
お
問
い
合
せ

〒
４
０
０
ー
０
２
１
４

山
梨
県
南
ア
ル
プ
ス
市
百
々
１
８
１
９
ー
４

山
岸
行
政
書
士
事
務
所

℡
０
５
５
ー
２
８
７
ー
６
５
８
３

◎
エ
ン
デ
ィ
ン
グ
プ
ラ
ン
入
門
用
紙
進
呈
中
！

　

申
し
込
み
は
、
電
話
・
郵
送
で

最
近
、
テ
レ
ビ
や
新
聞
な
ど
で
目
に

し
ま
せ
ん
か
？
こ
の
ノ
ー
ト
、
も
し

も
の
場
合
に
備
え
て
、
家
族
に
ご
自

身
の
願
い
を
伝
え
る
メ
ッ
セ
ー
ジ

ノ
ー
ト
な
ん
で
す
。
で
も
試
し
に
書

い
て
み
る
と
、
意
外
と
記
入
す
る
事

が
多
い
の
に
驚
く
は
ず
。
一
度
に
全

項
目
記
入
す
る
と
な
る
と
、
相
当
に

手
強
く
感
じ
る
の
で
は
な
い
で
し
ょ

う
か
。

ま
ず
は
書
け
る
所
か
ら
、
記
入
し
て

み
て
は
い
か
が
で
す
か
？

エ
ン
デ
ィ
ン
グ
ノ
ー
ト


